
令和７年度 第２回子ども・子育て会議 

件 名 

新たな入所待ち児童対策について 

令和８年１月23日 

こども未来部・保育幼稚園課 

 出生数の減少に伴う新たな人口推計に基づき再計算した教育・保育の見込み量につい

て、これを充足させて入所待ち児童を解消するための新たな方策を、次の通りとします。 

 

１ 対策（案） 

民間園の定員の弾力運用を解消し、市単費による補助金制度を創設する 

• 民間園の弾力運用を解消し、保育部の定員を拡充。 

• 民間園の弾力運用を解消すると、国交付金の割り増し受給がなくなり民間園の経

営に影響が生じるため、民間園に対する補助金を時限的に創設し、民間園の経営

安定化を図る。 

• 弾力運用の解消だけでは定員を充足できないため、公立園の定員をさらに拡充す

る。 

メリット • 施設の新設・改修に係る市の負担が抑えられる。 

• 弾力運用の解消により教育・保育のニーズに即応しやすくなる。 

デメリット • 現在国が給付している交付金の割り増し分がなくなる分、民間施設

の減収分を市が補填する補助制度を単費で創設する必要がある。 

• 民間園の合意が必要 

 

 〇想定コスト 

・弾力運用解消に係る交付金補填補助制度 

令和７年12月１日時点の弾力運用状況に基づく割り増し分  計 約200万円 

  ・公立こども園受入れ拡充のための設備改修 

    幼児用設備を乳児用設備に改修（便器、手洗い場 等） 

 

 〇補助制度の実施スケジュール 

   制度設計    令和８年度 

開始予定時期  令和９年度 

見直し時期   令和13年度 

 

 ◎選定のポイント 

・建設コストが最小限に抑えられ、リスクが少ない。 

・制度設計と民間園の合意形成ができれば早期に対応可能。 

→現時点でこども計画の期間である令和11年度までに入所待ち児童を解消するた

めの対策として最も現実的 

 

 

 

資料１ 



２ 教育・保育の量の見込みと提供体制の確保（新対策反映時） 

新たな入所待ち児童対策を実施した場合の提供体制の確保量は以下の通りとなる見

込み。 

・令和９年度より弾力運用解消、補助制度を運用開始。 

・ 令和10年度に公立こども園２園の設備を改修し、令和11年度より乳児の受入れ定員

を拡充。 

 
※令和７年12月の弾力運用状況を参考として確保量を算出した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


